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8 人事評価の状況 

  人事評価の実施等については、地方公務員法第 23 条から第 23 条の 4 までの規定において定めら

れており、おいらせ町職員の人事評価実施規程に基づいて人事評価を実施しています。 

 

制度概要 能力評価及び業績評価を実施 

○能力評価 

 職員の職務上の行動等を通じて顕在化した能力を把握して評価す

るもので、職位に応じて定める「標準職務遂行能力」に対応して、倫

理、知識、対人能力、業務遂行などの項目について評価する。 

○業績評価 

 職員が果たすべき職務をどの程度達成したかを評価するもので、具

体的な業務の目標、課題を期間の始めに設定し、期間の終わりにその

達成度を「目標管理の手法」により評価する。業績評価では、まず、

課ごとの目標である組織目標を設定し、その後、職員個々が組織目標

の達成に結びつく個人目標を設定する。 

対象職員 一般職の職員 

 他の地方公共団体等への派遣、その他の事情により評価の実施が困

難である職員の評価については別途定める。 

評価期間等  評価対象期間：４月１日～翌年３月３１日 

 評価基準日：翌年２月１日 

 評価確定日：翌年３月３１日 

評価基準 能力評価と業績評価の点数を合わせた５段階区分の総合評価を決

定する。 

評価結果の活用  被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用す

るほか、被評価者の人材育成に積極的に活用するよう努める。 

その他 ・人事評価及び評価結果に対する相談対応体制を整備 

・評価者研修を実施 
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9 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 （1）職員の勤務時間（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

開始時刻 終了時刻 休憩時間 勤務時間 

8:15 17:00 12:00 ～ 13:00 7 時間 45 分 

  （注） 勤務の性質上、特別の勤務時間の割振りをしている場合等は、この限りではありません。  

 

 （2）休暇の取得状況 

    職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間があります。

それらの取得状況は次のとおりです。 

 

   ア 年次有給休暇の取得状況（令和 6 年 1 月 1 日～令和 6 年 12 月 31 日） 

総付与日数 

Ａ 

総取得日数 

Ｂ 

対象職員数 

Ｃ 

平均取得日数 

Ｂ／Ｃ 

消化率 

Ｂ／Ａ 

8,424 日 2,867 日 221 人 12.9 日 34.03 ％ 

  （注）１ 対象職員には、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、期間中に育児休業をした職員又

は休職した職員、期間中の中途で採用された職員又は退職した職員は含みません。 

     ２ 半日については 0.5 日とし、時間数については 7 時間 45 分を 1 日に換算して計上しています。  

 

   イ 病気休暇の取得状況（令和 6 年 1 月 1 日～令和 6 年 12 月 31 日） 

取得者実人数 
取得実績（延べ） 

日数 時間数 

25 人 510.5 日 0 時間 

  （注） 取得実績については、1 日単位で取得したものは「日数」に、1 時間単位で取得したものは「時間数」

にそれぞれ計上しています。  

 

   ウ 特別休暇の取得状況（令和 6 年 1 月 1 日～令和 6 年 12 月 31 日） 

種 類 

（R6.4.1 現在） 
付与日数（概要） 

取得者 

実人数 

(人) 

取得実績（延

べ） 

日 数 

(日) 

時間数 

(時間) 

選挙等休暇 必要と認められる期間 0 0 0 

証人等休暇 必要と認められる期間 0 0 0 

骨髄移植休暇 必要と認められる期間 0 0 0 

ボランティア休暇 5 日 0 0 0 

結婚休暇 連続 7 日 1 7 0 

産前休暇 8 週間（多胎妊娠は 14 週間） 5 265 0 

産後休暇 8 週間 5 253 0 

育児休暇 
1 日 2 回、各 30 分以内 

※生後 1 年に達しない子を育てる場合 
0   

配偶者出産休暇 3 日 3 9 0 

育児参加休暇 5 日 3 11 0 

子の看護休暇 5 日 31 116.5 70 

短期介護休暇 5 日 5 11.5 26 

服忌休暇 1 日～連続 10 日 17 65 0 

夏季休暇 4 日 221 1095 0 

現住居の滅失等休暇 必要と認められる期間 0 0 0 

出勤困難休暇 必要と認められる期間 0 0 0 

退勤途上の危険回避休

暇 
必要と認められる期間 0 0 0 

コロナウイルス関連の休暇  必要と認められる期間 14 69.5 0 

  （注）１ 付与日数については、概要を記載したものであり、これ以外の条件が付されている場合もありま

す。 

     ２ 取得実績については、1 日単位で取得したものは「日数」に、1 時間単位で取得したものは「時間

数」にそれぞれ計上しています。  
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エ 介護休暇の取得状況（令和 6 年 1 月 1 日～令和 6 年 12 月 31 日） 

 

要介護者（人） 

取得者

数

（人） 

計 配偶者 父母 子 
配偶者 

の父母 
祖父母 

兄弟 

姉妹 
孫 その他 

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

女性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
休暇の取得形式（人） 

計 全日型中心 時間型中心 その他 

男性職員 0 0 0 0 

女性職員 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 

 

 

介護休暇承認期間（人）  

計 1 月以下 
1 月超え 

2 月以下 

2 月超え 

3 月以下 

3 月超え 

4 月以下 

4 月超え 

5 月以下 
5 月超え 

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 

女性職員 0 0 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 0 0 

  （注） 介護休暇取得者数については、令和 6 年中に介護休暇を取得開始した職員数を計上しており、前年

から引き続き取得中の職員は含まない。  

 

   オ 介護時間の取得状況（令和 6 年 1 月 1 日～令和 6 年 12 月 31 日） 

 

要介護者（人） 

取得者

数

（人） 

計 配偶者 父母 子 
配偶者 

の父母 
祖父母 

兄弟 

姉妹 
孫 その他 

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

女性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

介護時間承認期間（人）  

計 6 月以下 
6 月超え 

1 年以下 

1 年超え 

1 年 6 月 

以下 

1 年 6 月 

超え 

2 年以下 

2 年超え 

2 年 6 月 

以下 

2 年 6 月 

超え 

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 

女性職員 0 0 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 0 0 
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10 職員の休業に関する状況 

（1）育児休業等の取得状況 

   ア 育児休業の令和 6 年度中の取得状況は、次のとおりです。 

 
育児休業取得者数（人） 

令和 6 年度新規取得者 前年度から取得中の者 

男 性 職 員 0 0 

女 性 職 員 4 3 

計 4 3 

 

  【承認期間別】 

 

育児休業承認期間別（令和 6 年度新規取得者） （人） 

3 月 以 下 
3 月 超 え 

6 月 以 下 

6 月 超 え 

9 月 以 下 

9 月 超 え 

1 年 以 下 

1 年 超 え 

1年3月以下 

1年3月超え 

1年6月以下 

1年6月超え 

1年9月以下 

男 性 職 員 0 0 0 0 0 0 0 

女 性 職 員 0 1 0 1 0 1 1 

計 0 0 0 1 0 1 1 

  
1年9月超え 

2 年 以 下 

2 年 超 え 

2年3月以下 

2年3月超え 

2年6月以下 

2年6月超え 

2年9月以下 
2年9月超え 計 

  0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 4 

  0 0 0 0 0 4 

 

  また、令和 6 年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員数（前年度に取得可能となった職

員を除く。）と、そのうち実際に取得した職員数との対比は次のとおりです。  

 
令和 6 年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員 （人） 

（育児休業対象者数） うち育児休業取得者数 

男 性 職 員 4 0 （0.0%） 

女 性 職 員 4 4（100.0%） 

計 8 4 （50.0%） 

  （男性職員）当該年度中に子が生まれた者  

  （女性職員）当該年度中に育児休業を取得できる状態となった者（産後休暇中の者を除く。）  

 

イ 部分休業の令和 6 年度中の取得状況は、次のとおりです。 

 
部分休業取得者数（人） 

令和 6 年度新規取得者 前年度から取得中の者 

男 性 職 員 0 0 

女 性 職 員 2 0 

計 2 0 

 

  【承認期間別】 

 

部分休業承認期間別（令和 6 年度新規取得者） （人） 

計 
1 年 以 下 

1 年 超 え 

2 年 以 下 

2 年 超 え 

3 年 以 下 

3 年 超 え 

4 年 以 下 

4 年 超 え 

5 年 以 下 
5 年 超 え 

男 性 職 員 0 0 0 0 0 0 0 

女 性 職 員 2 0 0 0 0 0 0 

計 2 0 0 0 0 0 0 
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ウ 育児短時間勤務の取得状況 

    育児短時間勤務は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、週 19 時間 25 分、

19 時間 35 分、23 時間 15 分又は 24 時間 35 分の短時間勤務を可能とするものです。 

 

 
育児短時間勤務取得者数（人） 

令和 6 年度新規取得者 前年度から取得中の者 

男 性 職 員 0 0 

女 性 職 員 0 0 

計 0 0 

 

 【承認期間別】 

 

育児短時間勤務承認期間別（令和 6 年度新規取得者） 

計 
3 月 以 下 

3 月 超 え 

6 月 以 下 

6 月 超 え 

9 月 以 下 
9 月 超 え 

男 性 職 員 0 0 0 0 0 

女 性 職 員 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 

 

【勤務形態別】 

 

勤務形態別（令和 6 年度新規取得者） 

計 1 日 3 時間 55 分 

（週19時間35分） 

1 日 4 時間 55 分 

（週24時間35分） 

週 3 日 

（週23時間15分） 

週 2 日 半 

（週19時間25分） 

男 性 職 員 0 0 0 0 0 

女 性 職 員 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 

 

（2）自己啓発等休業の取得状況 

   自己啓発等休業の令和 6 年度中の取得者はありませんでした。 

 

（3）配偶者同行休業の取得状況 

   配偶者同行休業の令和 6 年度中の取得者はありませんでした。 

 

（4）修学部分休業の取得状況 

   修学部分休業の令和 6 年度中の取得者はありませんでした。 

  

（5）高齢者部分休業の取得状況 

   高齢者部分休業の令和 6 年度中の取得者はありませんでした。 
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11 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 （1）分限処分の状況 

    分限処分とは、職員が一定の事由によりその職責を十分に果たすことが期待できない場合に、

地方公務員法第 28 条の規定に基づき、公務能率維持の観点から職員の意に反して免職、休職、降

任又は降給の不利益な身分上の措置を講ずることをいいます。 

    令和 6 年度中に分限処分に付された者は次のとおりです。 

また、地方公務員法第 28 条第 4 項（地方公務員の欠格条項）の規定に基づき失職した者はあり

ませんでした。 

 

分限処分に該当する事由（件） 

Ⅰ 法律に定める事由で、降任又は免職に該当するもの 

 ①  勤務実績が良くない場合 0 

②  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 0 

③  ①及び②のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 0 

④  職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 0 

Ⅱ 法律に定める事由で、休職に該当するもの  

 ①  心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 

②  刑事事件に関し起訴された場合 0 

Ⅲ 条例に定める事由で、休職に該当するもの  

 ①  職員の職務と関連する公共的機関等の業務に従事する場合 0 

②  水難等の災害により生死不明、所在不明となった場合 0 

失職に該当する者 

Ⅰ 法律の規定により、地方公務員としての資格を失う者  

 ① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 

0 

② 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政

党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

0 

   （注） 休職とは、職員に職を保有させたまま一定期間職務に従事させない処分で、給料の全部又は一部

が支給されます。 

 （2）懲戒処分の状況 

    懲戒処分とは、職員の義務違反に対する制裁として地方公務員法第 29 条の規定に基づき、

公務における規律・秩序維持の観点から免職、停職、減給又は戒告の措置を講ずることをいい

ます。 

    令和 6 年度中の懲戒処分 

処分の種類  

処分事由 

懲戒処分（件） 

戒告 減給 停職 免職 計 

① 地方公務員法もしくはこれに基

づく地方公共団体の条例や規則、

規程等に違反した場合 

0 0 0 0 0 

② 職務上の義務に違反し、または

職務を怠った場合 
0 0 0 0 0 

③ 全体の奉仕者たるにふさわしく

ない非行のあった場合 
0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 

   （注）1 免職とは、職を解き、身分を失わせる処分です。  

2 戒告とは、規律違反の責任を確認し、将来を戒める処分です。  

      3 停職とは、職員を一定期間職務に従事させない処分で、給与が支給されません。  
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12 職員の服務の状況 

 (1)職務専念義務の免除を認めている例の概要 

    地方公務員法第 35 条の規定により、職員は勤務時間と注意力の全てを職責遂行のために用

いる義務を有していますが、その義務が免除される場合（職専免）として、次の場合がありま

す。 

（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

職専免が認められる場合 

Ⅰ 法律に特別な定めがある場合 

 （例）地方公務員法に規定された、職員団体の構成員として勤務条件の交渉を適法に行

う場合 

Ⅱ 条例に特別な定めがある場合 

 １ 研修を受ける場合 

２ 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合 

３ １または２のほか、任命権者が定める場合（以下の①～⑥）  

 ① 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合 

② 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼

ね、その職に属する事務を行う場合 

③ 町行政の運営上特に必要と認められる公共的団体の地位に属する事務等に従

事する場合 

④ 国際的機関、国又は地方公共団体の主催する文化的諸行事又は各種競技会等

に参加する場合 

⑤ 学校教育法に基づく大学又は高等学校の通信教育を受けている者であって、

面接授業に参加する場合 

⑥ その他特に必要と認められた場合 

 

(2)営利企業等の従事制限の許可基準及び基準状況 

    職員が営利企業等に従事する場合には、地方公務員法の規定に基づき任命権者の許可を得る

必要がありますが、その場合の許可基準は、規則で次のとおり定められています。 

   ① 職務の遂行に支障がないこと 

   ② その職員と職との間に特別な利害関係又は発生のおそれがないこと 

   ③ 国又は他の普通公共団体の職員に併せつく場合にあっては勤務時間及び給与を受ける時間

が重複をしないこと。 

     

また、令和 6 年度中の許可状況については、次のとおりです。 

 

区 分 
延べ人数 

(人) 
主な従事内容 

報酬を得て他の事業又は

事務に従事する場合 

26 

3 

18 

職員組合 

統計指導員 

統計調査員 

 

13 退職管理の状況 

  地方公務員法第 38 条の 2 から第 38 条の 7 までの規定により、離職後に営利企業等に再就職した

元職員は、離職前 5 年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の職員に対して、当該営

利企業等又はその子法人と在職していた地方公共団体との間の契約等事務について、離職後 2 年間、

離職前５年間の職務上の行為をする（しない）ように、要求又は依頼すること（＝働きかけ）が禁

止されます。 

  地方公共団体は、職員の再就職状況を勘案して、退職管理の適正確保に必要と認められる措置を

講ずるものとされているため当町では、「職員の退職管理に関する規則」において課長級以上の職員

が営利企業等に再就職する場合における手続きを定めています。 
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14 職員の研修の状況 

 (1)研修の実施状況 

      職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修として、令和 6 年度に実施した研修は次の

とおりです。 

ア 自己啓発研修                     計 115 人 

研 修 名 受 講 者 数 

ｅラーニング研修 115 人 

 

イ 職場内研修                      計 221 人 

研 修 名 受 講 者 数 

新採用研修 8 人 

ビジネスマナー研修 19 人 

SNS・HP の作り方研修 23 人 

普通救命講習 37 人 

ゲートキーパー研修 36 人 

契約事務基礎研修 38 人 

文書管理・情報公開研修 23 人 

ハラスメント研修 37 人 

 

ウ 職場外研修                      計 71 人 

研 修 名 受 講 者 数 

青森県自治研修所（新採用研修、基本研修） 39 人 

青森県自治研修所（選択研修、部局研修） 21 人 

その他研修 11 人 
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15 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 (1)定期健康診断等の実施状況（対象者：全職員） 

実施医療機関等 検査項目 受診者数 

国民健康保険おいらせ病院 

 

・35 歳未満の職員 

・  身体測定 

・  血圧測定 

・  血液検査一般 

・  肝機能検査 

・  血中脂質検査 

・  尿検査 

・  視力検査 

・  聴力検査 

・  心電図（看護師のみ） 

・  胸部 X 線検査 

42 人 

国民健康保険おいらせ病院 

 

・35 歳以上の職員 

・雇入時健診対象職員 

 

※は、全国健康保険協会健康

保険加入職員のみ 

・  身体測定 

・  血圧測定 

・  血液検査一般 

・  肝機能検査 

・  血中脂質検査 

・  尿検査 

・  視力検査 

・  聴力検査 

・  心電図 

・  胸部 X 線検査 

・  便潜血反応検査（※） 

・  胃部レントゲン検査（※） 

120 人 

 

 

 (2)その他健康増進等に関するもの（希望者、一部費用自己負担） 

種 類 実施医療機関等 受診者数 

人間ドック 

※30 歳以上の常勤職員 

八戸市総合健診センター 

八戸赤十字病院   外 109 人 

脳検診 

※40 歳以上の常勤職員 

八戸西健診プラザ 

青森労災病院    外 27 人 

 

 (3)公務災害の状況 

    令和 6 年度発生件数：2 件 

 

(4)職員互助会の状況 

    地方公務員法第 42 条の目的（職員の保健、元気回復等）を達成するため、職員の厚生制度と

しておいらせ町職員互助会を設置しています。互助会では、事業を行うことにより職員が一層

職務に専念できる労働環境づくりに努めています。 

   

 職員の負担金により運営（町補助金は平成 22 年度より廃止） 

   主な事業：リフレッシュ事業、各種祝金・弔慰金給付事業、インフルエンザ予防接種助成 他  

 

 (5)給与・勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況  

    令和 6 年度においては、新たな措置要求はなく、また、係属事案もありませんでした。 

 

（注）1 係属とは、訴訟が特定の裁判所で取扱い中であることです。  

 

 (6)不利益処分に関する不服申立ての状況 

    令和 6 年度においては、新たな不服申立てはなく、また、係属事案もありませんでした。 

 


